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平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
子

宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
は
定

期
接
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
25
年
６

月
14
日
に
厚
生
労
働
省
で
開
催

さ
れ
た
第
２
回
厚
生
科
学
審
議

会
予
防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科

会
副
反
応
検
討
部
会
に
お
い
て
、

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
を
積
極
的
に
は
お
勧
め
し

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
定
期
接
種
と
し
て
接
種
す
る

こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
接
種
さ

れ
る
場
合
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
有
効
性
及
び
安
全
性
等
に
つ

い
て
十
分
に
理
解
し
た
上
で
受

け
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ご
不
明
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

健
康
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

健
康
課

820
‐
５
６
３
７

　
平
成
25
年
度
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
通
知
書
を
７
月
中
旬

世
帯
主
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

●
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合

　
適
正
な
賦
課
決
定
の
観
点
か

ら
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
確
定
申
告
ま
た
は
町
県
民
税

等
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
で
、

所
得
不
明
の
場
合
は
、
所
得
が

一
定
基
準
よ
り
少
な
い
世
帯
で

あ
っ
て
も
軽
減
措
置
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
高
額
療
養

費
の
自
己
負
担
限
度
額
も
上
位

所
得
者
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
必

ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
非
自
発
的
失
業
者
等
の
軽

減
・
減
免
に
つ
い
て
の
相
談

　
非
自
発
的
失
業
者
（
雇
用
保

険
の
特
定
受
給
資
格
者
お
よ
び

特
定
理
由
資
格
者
）
等
の
国
民

健
康
保
険
税
負
担
の
軽
減
や
減

免
等
に
つ
い
て
は
税
務
課
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

税
務
課
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‐
５
６
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子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン

の
接
種
を
受
け
る
皆
さ
ま
へ

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通

知
書
を
お
送
り
し
ま
す

児
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
募
集

▽
勤
務
内
容
‥
昼
間
、
保
護
者

の
い
な
い
小
学
校
低
学
年
児
童

を
預
か
り
、
遊
び
を
主
と
す
る

生
活
指
導
や
余
暇
指
導
を
行
い

ま
す
。

▽
募
集
人
員
‥
若
干
名 

▽
雇
用
期
間
‥
７
月
22
日
〜

▽
勤
務
時
間
‥

　
平
　
日
　
放
課
後
〜

　
　
　
　
　
午
後
６
時
15
分

　
土
曜
日
　
午
前
８
時
15
分
〜

　
　
　
　
　
午
後
６
時
15
分

（
１
日
６
時
間
以
内
、

週
29
時
間
以
内
）

▽
時
給
‥

　
１
時
間
当
た
り
　
875
円

　
　
（
資
格
あ
り
　
925
円
）

▽
応
募
方
法
‥
臨
時
職
員
登
録

申
込
書
を
記
入
の
う
え
役
場
総

務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
込
書
は
役
場
総
務
課
に
あ

り
ま
す
）

※ 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
面
接
時

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

平成25年度　国民健康保険税　税率表
区　　　　分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

所　　　得　　　割 ４．８５％ １．３６％ １．２９％

資　　　産　　　割 ９．００％ ２．００％ ３．３０％

被保険者均等割（加入者１人につき） ２８，５００円 ７，８００円 ９，８００円

世帯別平等割（１ 世 帯 に つ き） ２２，５００円 ６，１００円 ５，２００円

課税限度額（１ 世 帯 あ た り） ５１０，０００円 １４０，０００円 １２０，０００円

【
今
月
の
マ
ー
ク
】

【
問
題
】
右
の
マ
ー
ク
は
、
肢

体
不
自
由
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
免
許
に
条
件
を
付
さ
れ
て
い

る
人
が
運
転
す
る
車
に
表
示
す

る
「
身
体
障
害
者
標
識
」
で

す
。
マ
ー
ク
の
表
示
に
つ
い
て

は
、
努
力
義
務
と
な
っ
て
い
ま

す
。
一
般
的
に
は
何
と
い
わ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

① 

四
葉
マ
ー
ク
（
ク
ロ
ー
バ
ー

マ
ー
ク
）

②
葉
っ
ぱ
マ
ー
ク

（
答
え
は
次
の
ペ
ー
ジ
右
下
に
）

　
マ
ナ
ー
よ
く
、
や
さ
し
い
運

転
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
福
祉
課
）

こ
の
マ
�
ク
は
ど
ん
な
意
味
？

〜
障
害
者
に
関
す
る
マ
ー
ク
紹
介
②
〜
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現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
受
給

者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
８
月

１
日
以
降
も
引
き
続
き
資
格
が

あ
る
人
に
は
、
新
し
い
受
給
者

証
を
７
月
下
旬
ご
ろ
郵
送
し
ま

す
。
※
更
新
手
続
き
は
不
要
で

す
。

　
な
お
、
資
格
要
件
に
よ
り
停

止
と
な
る
人
に
つ
い
て
は
別
途

通
知
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
ま
で
所
得
制
限
な

ど
に
よ
り
停
止
と
な
っ
て
い
る

人
も
、
平
成
25
年
度
の
受
給
者

証
（
８
月
１
日
か
ら
有
効
）
に

つ
い
て
は
、
平
成
24
年
中
の
所

得
状
況
に
応
じ
て
交
付
が
可
能

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
受

給
資
格
が
あ
る
人
は
、
交
付
申

請
の
手
続
き
を
行
な
っ
て
く
だ

さ
い
。

　
基
礎
的
な
手
話
を
学
ぶ
こ
と

で
、
聴
覚
障
害
者
の
理
解
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
、

地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

等
へ
の
参
加
を
目
的
と
し
た
養

成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

時
８
月
22
日
か
ら
平
成
26
年
１

月
16
日
ま
で
の
毎
週
木
曜
日
、

全
20
回
。
午
後
７
時
半
〜
午
後

９
時
半

所
西
公
民
館

手
話
奉
仕
員
入
門
課
程
を
修

了
し
た
人
、
ま
た
は
手
話
の
経

験
が
概
ね
１
年
以
上
の
人

20
人

無
料
（
但
し
、
テ
キ
ス
ト
代

１
千
470
円
）

８
月
16
日
㈮
ま
で
に
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
熊
野
町
社

会
福
祉
協
議
会
へ

熊
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

855
‐
２
８
５
５

（
福
祉
課
）

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
基
礎
）
受
講
者
募
集

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

② 

健
康
保
険
証
（
65
歳
以
上
の

方
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
）

③ 

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育

手
帳

※ 

所
得
が
一
定
以
上
あ
る
と
き

は
該
当
し
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

福
祉
課

820
‐
５
６
０
５

対　象　者

身体障害者手帳 １・２・３級所持者

療　育　手　帳 Ⓐ・Ａ・Ⓑ所持者

利用者負担：１医療機関につき、１日
200円（通院月４日、入院月14日まで）

答え①（豆知識） 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマーク
を付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道
路交通法の規定により罰せられます。

自立支援医療（精神通院医療・更生医療・育成医療）について
　障害のある人が、心身の障害状態の軽減を図るため、指定自立支援医療機関から必要な医療を
受けた場合に、その医療費の自己負担額を軽減する制度です。
※ただし、一定所得以上の場合は対象外となります。

精神通院医療 更生医療 育成医療

対象者

次の精神疾患により通院
による精神医療を継続し
て要する程度の病状にあ
る人
①統合失調症
② 精神作用物質による急
性中毒又はその依存症
③てんかん
④その他の精神疾患など

次の疾患の治療を受け、その治
療効果が確実なものと期待でき
る身体障害者手帳をお持ちの人
（18歳以上）
①肢体不自由②視覚障害③聴
覚、平衡機能障害④音声、言
語、そしゃく機能障害⑤内臓障
害（心臓、腎臓、小腸、肝臓機
能障害に限る）⑥ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能障害

現在身体に次の障害があるか、又は疾
患があってそのままにすると将来一定
の障害を残すと認められるが、手術な
どの外科的な治療等でその症状が軽
くなり、日常生活が容易にできるよう
になると認められる人（18歳未満）
①肢体不自由②視覚障害③聴覚、平衡
機能障害④音声、言語、そしゃく機能
障害⑤内臓障害⑥ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能障害⑦人工透析療
法、抗免疫療法、中心静脈栄養法

利用者
負担等

医療費の１割　　　　　 世帯の所得に応じて、自己負担の上限月額（2,500 円・5,000 円・
10,000 円・20,000 円）を設定します。

申請先 福祉課　 820-5605


